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１．本施設整備の意義と目的 

少子高齢化、社会情勢の変化などにより、保健・福祉・子育てに関するニーズが多様

化しており、既存サービスだけでは十分な対応が難しくなっている。また、国民健康保

険の医療費や後期高齢者医療制度の医療費は全国平均や県平均を大きく上回っている

状況である。 

少子高齢化が進む中、子育て世代の孤立化やそれに起因する児童虐待を予防し、又は

解消するための妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援や、健康寿命の延伸を図

るための全世代に向けたより良い保健福祉サービスの提供や、福祉に関する困り事の解

消に向けた総合的な相談対応など、子どもから高齢者までが生涯を通じてすこやかに生

きるための総合的な支援が求められている。 

本市においては、「第６次荒尾市総合計画」の重点戦略『あらお未来プロジェクト』

における保健・福祉・子育て分野として「切れ目のない充実した子育て環境をつくる」

及び「誰もがつながりを持ち、健康でいきいきとした暮らしをつくる」ことを掲げてお

り、南新地地区ウェルネス拠点基本構想においては、「有明海の夕日が照らすウェルネ

スタウンあらお」をコンセプトとしている。 

よって、南新地地区において「保健・福祉・子育て支援施設（仮称）」を整備し、健

康づくり、地域福祉及び子育て支援の充実にかかる事業に総合的に取り組む。 
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２．施設の位置づけ及び現状と課題など 

本拠点整備に関連する上位・関連計画における位置づけ、現状・課題等を整理する。 

（１）上位・関連計画における位置づけ 

上位・関連計画における本施設の位置づけは以下のとおり。 

① 第 6 次荒尾市総合計画（令和 2 年 3 月） 

「人がつながり幸せをつくる 快適未来都市」を将来像に掲げ、重点戦略「あらお

未来プロジェクト」として「切れ目のない充実した子育て環境をつくる（妊娠・出産・

子育ての切れ目のない支援、子育てしやすい環境づくり、魅力ある教育環境の実現

等）」、「誰もがつながりを持ち、健康でいきいきとした暮らしをつくる（健康長寿社

会の実現、地域共生社会の実現、生涯学習の推進）」、「先進的で持続可能なまちをつ

くる（暮らしやすいまちの基盤の構築）」を達成するための施設として位置づける。 

②南新地地区ウェルネス拠点基本構想（令和元年 8 月） 

官民連携によるまちづくりや地区全体のブランディング、スマートシティの推進を

軸に、競馬場跡地の南新地地区における「ウェルネス拠点」の実現に向けて、「有明

海の夕陽が照らすウェルネスタウンあらお」をコンセプトとしている。 

 移住/定住を促すターゲットとして、20~30 代の女性（特に子育て世代）をメイン

ターゲットとして設定し、道の駅、保健・福祉・子育て支援施設、温浴施設、運動施

設、宿泊施設、アウトドア施設、馬事文化施設等の導入を計画している。 

③荒尾市立地適正化計画（平成 29 年 3 月） 

荒尾市子ども・子育て支援事業計画（平成 26 年度策定）や荒尾市地域福祉計画（平

成 24 年度策定）等の多分野の計画と連携し策定され、目指すべき都市像として「ス

マートコンパクトシティあらお」を掲げ、人口減少が進む中で活力ある荒尾を維持す

るために市民が「しあわせ」を実感できる「人幸増加都市」を目指している。 

 荒尾競馬場跡地を含む荒尾駅周辺は中心拠点・都市機能誘導区域として、広域交流

機能、健康・福祉・多世代交流機能、子育て支援機能、大規模商業機能などを誘導す

るエリアに位置づけられている。 

④荒尾市公共施設等総合管理計画（平成 29 年 3 月） 

都市機能再編に向けた立地適正化計画（平成 28 年度策定）と連携して、公共施設

等の再編を効率的に行うとともに、都市機能の魅力向上を図るため、全市的な施設に

ついては、原則、荒尾駅周辺や緑ケ丘地区周辺の中心拠点エリアへと集積を図ること

としている。 

 また、保健センターと総合福祉センターは老朽化のため類似する施設等の集約化の
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可能性を検討するとしている。 

 

図１ 上位・関連計画における位置づけ 
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（２）現状 

 荒尾市の既往調査と市職員へのヒアリング調査に基づく保健・福祉・子育てに関する

現状。 

 

① 保健・福祉 

・保健・福祉に係る各部署・関係機関が市内で離れた場所にある。 
・これまで保健・福祉に係る健診や相談等は対面で実施している。オンラインで対応できる環
境が整っていない。 

・現状は健診のために 3 時間待つ必要があり、新型コロナ対策としても良くない。待ち時間の
短縮や案内時間をずらす等の対応が必要となる。 

・０歳児は医療機関で健診を行い、幼児は保健センターで集団方式で健診を行っている。 
・国・県を上回る勢いで高齢化が進んでいる。令和 7 年度にピークに達する見込みであり、介
護給付費も年々増加している。 

・各種健診（検診）受診率が向上しないため、必要な人への支援の提供につながっていない。 
・全く運動していない人の割合が多く、生活習慣病の増加に伴い、健康寿命の延伸が困難。（健
康増進計画） 

・男性の約 20.2%、女性の 26.6%が肥満。男性の 46.4%、女性の 19.5%がメタボリックシンドロ
ーム。（健康増進計画計画） 

・生活習慣病が増加し、健康寿命の維持が困難になっている。生活習慣病予防、介護予防が必
要。（地域福祉計画） 

・医療費が国平均や県平均と比べて高く（表 1）、同規模自治体の中で最高額となっている。（表 2） 

 

② シニア世代の居場所 

・ 高齢者向けの有償ボランティアがある。 

・ 現在社会参加している高齢者はスポーツのコーチや防災ボランティアなど若い頃に出来な

かったことをする傾向にある。 

 

③ 地域コミュニティとの連携 

・ 地域活動に参加している人の割合が減少。地域コミュニティの運営が課題であり、あらゆ
る市民の地域共生社会の実現と市民の生きがいづくりが必要となる。（第 6次総合計画） 

・ 近所との世間話の機会がほとんどない人の割合が増加傾向にある。また、地域における活

動の参加状況は、全体で 4割、20歳代は 8 割以上が全くしていない。（健康増進計画） 

 

④ 子育て環境 

・ 子育て世帯の孤立化などを背景に児童虐待についての相談が増加傾向にある。（教育振興基
本計画） 

・ 子育てに関する悩みについて、「教育」が最も回答割合が高く、次いで「健康・発達」、「経

済的負担」が高い。（子ども・子育て支援事業計画） 
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⑤ 子どもの居場所 

・ 小中学生の放課後の居場所が足りていない。家でも学校でもない場所が必要。 
・ 療育サービスや放課後デイサービスはあるが、希望者の多さに対して事業者が対応できてい

ない。 
・ 保育ニーズに対して保育所等の供給が追い付いていない。放課後児童クラブ（学童保育）も

同様。（子ども・子育て支援事業計画） 

・ 子どもだけで夜間に留守番をする頻度が高い人の割合は全体で 9.4%（子どもの生活に関す

る実態調査） 

 

※荒尾市の既往調査、市職員ヒアリング調査、第 6 次荒尾市総合計画（R2.3）、荒尾市健康増進

計画(H28.12)、荒尾市地域福祉計画(H30.1)、荒尾市教育振興基本計画 (H29.3)、第 2 期荒尾

市子ども・子育て支援事業計画（R2.3）、荒尾市子どもの生活に関する実態調査報告書（H30.11）、

第 7 期荒尾市高齢者福祉計画及び介護保険事業計画（H30.3）、荒尾市国民健康保険第 2 期保

健事業実施計画（データヘルス計画）（30.3） 

 



6 

表 1 荒尾市国民健康保険入院・入院外来の件数・費用額の割合の比較 

　　単位：％

外来
件数

費用額

入院
件数

費用額

一人あたり医療費
荒尾市 同規模平均 県 国

33,364円 25,582円 27,978円 24,253円

96.1 
54.2

3.9 
45.8

0 20 40 60 80 100

 

表 2 同規模区分別で比較する荒尾市の医療費水準 

都道府県
名 

市区町村
名 

総人口 
（Ｈ27 年） 

65 歳以上 
人口 

高齢化率 

１人当たり 

医療費（入
院） 

１人当たり 

医療費（外
来） 

１人当たり 

医療費（入
院＋外来） 

順位 
（入院＋
外来） 

熊本県 荒尾市 53.407  17.377 32.5% 15,272 18,092 33,364 1 

香川県 観音寺市 59.409  18.983 32.0% 13,338 18,418 31,756 2 

北海道 岩見沢市 84.494  27.508 32.6% 13,756 16,801 30,557 3 

広島県 三原市 96.194  31.313 32.6% 13,175 16,935 30,110 4 

大分県 日田市 66.523  21.509 32.3% 13,397 15,742 29,139 5 

新潟県 五泉市 51.404  16.737 32.6% 11,035 15,768 26,803 6 

群馬県 安中市 58.531  18.934 32.4% 11,203 15,509 26,712 7 

岐阜県 恵那市 51.073  16.62 32.5% 10,843 15,824 26,667 8 

長野県 岡谷市 50.128  16.181 32.3% 10,501 15,556 26,057 9 

滋賀県 高島市 50.003  16.018 32.0% 10,135 15,592 25,727 10 

岩手県 花巻市 97.702  31.259 32.0% 9,894 15,772 25,666 11 

福島県 伊達市 62.400  20.234 32.4% 9,545 15,918 25,463 12 

茨城県 日光市 83.386  27.03 32.4% 10,382 14,864 25,246 13 

千葉県 香取市 77.526  25.544 33.0% 10,114 14,875 24,989 14 

出典：人口情報は、e-Stat 政府統計総合窓口 都道府県市区町村別人口（国税調査）、同規模区分及び 1 人

当たり医療費は KDB システム平成 28 年度類型 

 

 

 

 

 

 

 

写真 1 体力アップ体操
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（３）課題 

前述の現状を踏まえた荒尾市における保健・福祉・子育てに関する主な課題。 

① 健康の維持・病気の予防 

運動していない人の割合が増え、生活習慣病の増加に伴い健康寿命の延伸が困難に

なっている。 

国民健康保険加入者や後期高齢者など、一部の市民の健康状態しか把握できていな

い中で、全市民を対象として生涯を通した健康づくりの推進が必要であり、そのため

には特に 20～40 代の子育て世代の健康づくりの習慣化や意識の向上が重要である。 

また、ひとり暮らし高齢者や高齢者のみ世帯が増加することが予測され、介護や介

護予防が必要となったり、認知症高齢者等が増加していることから、認知症への対策、

介護予防の推進が重要である。 

② 保健・福祉サービスの最適化 

市の保健・福祉施設が分散しているとともに老朽化しており、保健・福祉施設の統

廃合を通じて各施設の機能の棲み分けと連携を図り、市の保健・福祉サービスを最適

化する必要がある。 

③ 地域コミュニティの共助の希薄化による社会的孤立 

近所との交流がほとんどない人の割合が増加傾向にあるとともに、地域活動に参加

する市民の割合が減少傾向にあり、地域コミュニティの共助の希薄化による社会的孤

立が進んでいると考えられる。 

④ シニア世代の居場所 

高齢者に対する福祉的サポートは比較的充実している一方で、スポーツやボランテ

ィア活動をするアクティブシニアを中心とする高齢者にとっての活動の機会や社会

参加の場が求められている。 

⑤親にとっての子育て環境 

経済面や子どもの教育・発達面など、子育てに対する親の不安が多くあり、ストレ

スとなっている。子育てに対する不安や悩みを共有する場が少ない。 

また、子どもを自由に伸び伸びと遊ばせる場所が十分ではないと考えられる。 

⑥ 子どもの居場所 

小中学生の放課後の居場所不足など、子どもの居場所が足りていないと考えられる。

療育サービスや放課後デイサービスもあるが、希望者の多さに対して事業者が対応

できていない。 
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（４）施設機能に関するニーズ 

本施設への導入機能の検討に際し実施した市民ニーズ調査の結果は以下のと

おり。 

① 子育て世代に対するアンケート調査 

表 ３ 子育て世代に対するアンケート調査の概要 

項目 内容 

調査目的 
子育て世代の本施設への期待・要望など把握することを目的として、アンケー

トを実施。 

調査対象 市内在住の乳幼児及び小学生・中学生の親。 

配布・ 

回収方法 

・市内小学校・中学校及び子育て支援施設等（幼稚園・保育所・認定こども園）

に、アンケート協力依頼の書面を配布。 

・アンケート協力依頼の書面にインターネットアンケート回答用ページのアド

レスを掲載して誘導し、各回答者がインターネットアンケートにて回答。 

・インターネットアンケートより、回答結果を回収し、集計・分析。 

配布数 

・幼稚園・保育所・認定こども園：2031 票 

・小学校           ：2688 票 

・中学校           ：1222 票 

・合計            ：5941 票 

回答数 802 票 （回答率 13.5％） 

 

【設問と結果概要】 

●『あなたが本施設にあれば良いと思う「保健」「福祉」に関するサービスは、次のう

ちどれですか。上位３つまでお選びください。』 

 「健診内容の充実（がん検診など）」が 61.6%と最も多く、次いで「体操や器具によ

る健康教室（ヨガ教室やフィットネスなど）」が 44.8%、「フィットネスやカフェなどと

連携した運動プログラムや食事メニューの提供」が 43.3％となっている。 
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●『あなたが本施設にあれば良いと思う「子育て支援」に関するサービスは、次のうち

どれですか。上位３つまでお選びください。』 

 「健診時などにも利用できる子どもの遊び場（遊具や子育て広場など）」が 57.0%と

最も多く、次いで「子どもが放課後の居場所として過ごすことができるスペース」が

52.2%、「保育や一時預かりなど」が 41.5％となっている。 

 

 

●『あなたは本施設にどのような先進的な機能やサービスがあれば良いと思いますか。

上位３つまでお選びください。』 

 「簡単に健康状態が測定できる機器やアプリを活用し、利用者の健康状態に合わせた

サービスの提供」が 60.0%と最も多く、次いで「オンライン相談やリモートによる保健

指導など」が 57.7%、「ワンストップ窓口（市役所など関係機関とリモートでつながる）」

が 40.2％となっている。 
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② 50歳以上に対するアンケート調査 

表 4 50 歳以上に対するアンケート調査の概要 

項目 内容 

調査目的 
50 歳以上への本施設への期待・要望など把握することを目的として、

アンケートを実施。 

調査対象 

・健康づくり推進委員の運動教室参加者 

・中央公民館の活動グループ参加者 

・いきいき健康づくり教育講座参加者 

配布・回収方法 
・各地域活動の団体へ配布。 

・紙面アンケートの配布と、返送封筒にて回収。 

配布数  

・健康づくり推進委員の運動教室：250 票 

・中央公民館の活動グループ：480 票 

・いきいき健康づくり教育講座：40 票 

・合計：770 票 

回答数 542 票（有効票５１３票 有効回答率 70.4％） 

 

【設問と結果概要】 

●『あなたが本施設にあれば良いと思う「保健」「福祉」に関するサービスは、次のう

ちどれですか？※あてはまるものの中から上位３つまで』 

 「体操や器具による健康教室、ヨガ教室やフィットネス（運動施設）など」が 51.4%

と最も多く、次いで「生きがいづくりや多世代交流の場」が 37.9%、「健診内容の充実

（がん検診など）」と「健康に関する相談（保健師・栄養士等による助言など）」が 36.7％

となっている。 
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●『あなたは本施設にどのような先進的な機能やサービスがあれば良いと思いますか？

※あてはまるものの中から上位３つまで』 

 「簡単に健康状態が測定できる機器やアプリ（機能）を活用した、利用者の健康状態

に合わせたサービスの提供」が 83.2%と最も多く、次いで「各種教室（栄養教室や運動

教室など）のオンライン（インターネット）配信による自宅での参加や視聴が可能な仕

組み」が 26.5%、「オンライン（インターネット）相談やリモート（テレビ電話など）

による保健指導など」が 26.2％となっている。 

 

 

③アンケート調査結果のまとめ 

 「子育て」に関する機能のニーズとしては、「健診時などにも利用できる子どもの遊

び場（遊具や子育て広場など）」、「子どもが放課後の居場所として過ごすことができる

スペース」等、親が子どもの面倒を見られない間に子どもが過ごせる場所のニーズが高

い傾向がみられた。 

 「保健」「福祉」に関する機能のニーズとしては、子育て世代、50 歳以上の双方で、

健診や運動、食事等、健康に関する関心が高い傾向がみられた。50 歳以上に関しては、

「生きがいづくりや多世代交流の場」に対するニーズも高い傾向がみられた。 

 先進的な機能に対するニーズに関しては、子育て世代、50 歳以上の双方で健康状態

を測定できる機能に対するニーズが高い傾向がみられた。子育て世代に関しては、オン

ラインシステムやワンストップ窓口に対するニーズが高い傾向がみられた。 
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④市民ヒアリング調査 

本計画にて実施した子育て世代を対象としたヒアリング調査で把握された保健・福

祉・子育てに関する現状を以下に示す。 

表 ５ ヒアリング調査結果概要 

課題 

●行政の子育て支援について 

・子どもの健診の待ち時間が長い。 

・相談窓口が開けた場所で子育てに関する悩みを相談しづらい。 

・同じ境遇の親同士で話せる機会もなかなか持てない。 

・子育て支援の補助金が不足していると感じる。（学費、医療費等） 

●遊び場について 

・雨の日に走り回りたいけど行くところがない。 

・整備された公園が充実していない。子どもが放課後遊べる場所がない。 

・大きくて安全な公園がない。遊具が少ない。 

・学校の部活動がなくなったことによる子どもの運動不足が懸念される。 

●親の生活について 

・子どもといると自分の時間が持てないため、一時的に子どもを預けて休息や自分の趣味の時間が

持てたり買い物をできると良い。（親のストレス解消・発散） 

・子どもがいるとジムに行ったりができない。  

・水泳とテニスが趣味だが、子どもがいると行けない。 

・プールは一緒に行けるが、子どもと一緒に遊んでいるだけで、本気で泳げない。  

・１人の時間はない。平日は仕事から帰って、たまった家事をやっている。 

・お昼ごはんをどうしようか考えるのが大変。 

●子どもの送り迎え・託児について 

・個々人で送り迎えしている。バスはない。  

・子どもの成長に合わせて、自分の仕事の形態を選んでいる。 

●食育について 

・野菜全般嫌いな子どもが多い。 

ヒアリング調査まとめ 

行政の子育て支援については、健診の待ち時間や窓口での相談環境など行政サービス

の受けやすさについての意見や、金銭面や子育て環境などに関する支援の要望について

の意見が多くあげられた。 

遊び場については、公園に関する意見が多くあげられた。 

親の生活については、子どもの世話で自分の時間が持てずストレスとなっているとい

う意見が多くあげられた。 

その他、子どもの送り迎え・託児や食育に関する意見があげられた。 



13 

３．コンセプトと方向性 

施設整備の基本理念（コンセプト）と方向性を、以下のとおり整理する。 

（１）施設整備の基本理念（コンセプト） 

本施設整備の基本理念（コンセプト）を以下のように定める。地域資源と先進技術を

活かした荒尾市ならではの健康づくりや子育て支援サービスを提供し、ウェルネス拠点

基本構想に定める心身の健康づくりの中核となる拠点の形成を目指す。 
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（２）施設の整備目的と施設が果たす役割（方向性） 

施設の整備目的と荒尾市の保健・福祉・子育て支援の方向性と本施設が果たす役割（方

向性）を以下のように整理する。 

① 市民が心身ともに健幸(※1)になれる拠点（保健機能） 

・全世代の市民の健康管理意識を高めながら、地域や民間団体等と連携し、市民が心

身の健康に関する支援を受けられる拠点を形成する。 

・先進コア街区(※2)の他の施設・機能と連携し、先進技術も活かして楽しみながら健

康や幸せを感じることができるエリアを創出する など 

 

図 2 保健機能の目指す方向性と本施設が担う保健機能 

 

※１）健幸：健康で幸せという造語。 

※２）先進コア街区：ウェルネス拠点において市として重点的に計画を行う街区。 
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②市民と地域のつながりを支える拠点（福祉機能） 

・生活や子どもの成長、発達のサポートを必要とする市民への支援の拠点となり、地

域や民間団体等と連携しながら全ての市民が社会から孤立しないための活動・支援

を行う。 

・認知症の予防や早期発見の取組の推進を図る。 

・高齢者をはじめとする地域の人材が、様々な活動を支える側となり社会参加できる

機会を提供することで、地域や多世代の交流を促す。 など 

 

図 3 本施設が目指す保健・福祉・子育てに関する相談支援体制のイメージ 
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③親と子どもをすこやかに育む拠点（子育て支援機能） 

・妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援を通して、子育てに関する親の精神的負担

を軽減し、安心して子育てできる環境を提供するとともに、荒尾市で子育てをする

魅力を創出し、子育て世代の定住・移住につなげる。 

・子どもの多彩な力を伸ばし、子どもにとっての居場所と、親にとって子どもの成長

を感じられる安心感を提供する。 など 

 

図 4 子育て支援機能の目指す方向性と本施設が担う子育て機能 
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図 5 本施設と保健・福祉・子育てに関連する施設との関係性 

 
 



18 

（３）施設運営の方向性 

施設運営の方向性を以下のように定める。 

 市民がワンストップで相談や支援、行政サービスを受けることができる 

 利用者が参画し協働で支える運営 

 保健・福祉・子育て支援機能を集約し、健康づくりや子ども・子育てに係る相談

をリモートや AI/ICT 技術等の活用によりワンストップで受けられるようにする。 

 市内の他の保健・福祉・子育て関連施設や地域や民間団体等と連携し、市の保健・

福祉・子育て支援サービスの最適化を図る。 

 施設の運営に多様な地域の人材や団体などが関わることで、相互に支えたり支え

られたりする「社会参加」の機運を醸成するような施設運営を目指す。 



19 

 

４．導入する機能 

施設整備のコンセプトと方向性に基づいて導入する機能や、スマートシティの実現に

向けて ICT を活用したイメージを整理する。 

（１）保健機能 

①保健・運動機能 

 保健師の体制見直しや IoT・ICT の活用により、市民の健康サポートにおいて今まで

支援の手が届きにくかった層の健康まで包括的に支援し、健康づくりが身近になるサポ

ートを行います。 

【機能イメージ】 

・ 「かかりつけ保健師」として保健師等が世帯全員と関わり、全ての世代の健康をは

じめ、虐待、社会的孤立など家庭環境の問題まで把握し必要なサービスや支援につ

なぐことで、市民が健康で幸せな生活ができるようにサポートを受けられる。 

 若年者層や国民健康保険以外の社会保険加入者を対象とした保健事業が受けられ、

全世代の健康づくりができる 

・ 健康データを計測でき、データに基づいた運動や食事メニュー等のサービスを受け

られる 

・ 健康相談や健康教室、栄養教室などを気軽に受けることができる 

・ 夕陽や干潟、温泉、IoT 機器などを活用した運動プログラムなど、荒尾ならではの

楽しく健康になれるサービスを受けられる。 

・ 休日や仕事帰りなどに、気軽に運動や IoT 機器などによる健康チェックなどがで

き、近くの温浴施設でリラックスすることができるなど、平日や日中が忙しい人で

も健康づくりができる など 

（ICT の活用イメージ） 

・健康管理アプリの導入 

・ウェルビーイングミラー（※１）や IoT 機器等の活用により気軽に健康状態を把握、

健康データの収集・管理・活用など、AI/ICT を活用した先進的なヘルスケアサービ

スを受けられる。 

・健康相談や保健指導のオンライン化 など 

（※１）ウェルビーイングミラー…前に立つだけで脈派をはじめとした自身の身体情報

が分かる機器。 
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②健診（検診）機能 

 電子カルテ化等による効率的な健診（検診）が受けられ、アプリ等との連携による健

診（検診）結果の一括管理や相互活用などを行います。 

【機能イメージ】 

・ 子どもと一緒に来て健診（検診）を受けることができる 

・ 電子カルテ化、健診（検診）データの相互活用により、効率的な健診（検診）や相

談、指導を受けられる 

・ 健診（検診）会場のワンフロア、バリアフリー化で快適に健診（検診）が受けられ

る など 

（ICT の活用イメージ） 

 健診（検診）結果の電子カルテ化や健診（検診）データの相互活用 

・ 「あらお健康手帳」とアプリの連携や健康アプリの導入による問診票記入の負担軽

減、健診（検診）結果の一括管理、待合時間の把握、呼び出し機能など 

 

③食育・食生活改善機能 

 食育・食生活に関する情報やプログラムを本施設で提供するとともに、動画配信等を

活用した情報発信も行い、より身近に健康づくりが行えるようにします。 

【機能イメージ】 

・ 食育・食生活に対する情報を手に入れることができる 

・ リモートによる教室の実施や動画配信による学習機会が得られる 

・ 若い世代やシニア世代の食育や交流ができる など 

（ICT の活用イメージ） 

 リモートによる健康教室や栄養教室などの実施や動画配信による学習の機会の提

供と情報発信 

 料理等の画像から摂取カロリー等を分析した結果、栄養バランスを考えたメニュー

やレシピを提案する食事管理アプリ など 
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表 ６ 保健機能における導入機能例 

導入機能 内容 イメージ 

かかりつけ保

健師 

これまで子ども(母子保健係)と大人

(健康増進係)で担当が分かれていた

ものを一本化し、地区ごとに担当者

を専属で配置することで、保健師が

世帯全員に関わることができる。 

 

みんなで伸ば

そう健康寿命 

毎日がヘルシ

ーメニュー 

道の駅の食材などを活用したヘルシ

ーメニューのレシピを提案し、本施

設での調理教室や道の駅での販売を

行う。 

 
出典：農林水産省「食育推進事例」 
https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/kigyo/atta
ch/pdf/jirei-1.pdf 

ウェルビーイ

ングミラーな

どを活用した

健康増進 

ウェルビーイングミラーなど IOT 機

器を活用して利用者の健康データを

収集・管理し、健診（検診）データ

も参考に、利用者の健康状況の把握

を行い、利用者に適した運動メニュ

ーや食事メニューの提案などを行

う。 

 
 

 

※ウェルビーイングミラーの写

真を挿入予定。 
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（２）福祉機能  

① 地域福祉機能 

 地域福祉に関する相談・支援のワンストップ化や、ボランティア団体やサークル等の

各種団体の支援を行います。 

【機能イメージ】 

・ 保健・福祉・子育て支援に関する相談機能が集約され、専門家等による相談から支

援までをワンストップで受けられる。 

・ 社会福祉協議会を本施設内に配置されることにより、充実した地域福祉や生活支援

などが受けられる。 

 ボランティア団体など各種団体の支援やマッチング など 

 

② 生活支援機能 

 生活支援に関する相談・支援のワンストップ化や、要支援家庭や生活困窮者への食の

支援を行います。また、認知症コホート研究との連携も進めていきます。 

【機能イメージ】 

・ 成年後見や権利擁護、生活相談支援センターなど、生活について相談から支援まで

つなげるワンストップサービスが受けられる。 

・ 要支援家庭や生活困窮者へ食事が提供されることで、家庭のさまざまな問題の解消

に向けて支援が受けられる。 

・ 認知症コホート研究のフィードバックや活用等により、認知症の予防や早期発見を

することができる。 など 

 

③ 社会参加支援機能 

 ボランティア活動をはじめとする社会参加の支援を行い、生きがいづくりや多世代交

流を促進していきます。 

【機能イメージ】 

・ 保健・福祉・子育てに関する人材育成や、ボランティア団体などの活動を始めた

い人へのスタートアップ支援が受けられる。 

・ 会議室、調理室、ボランティア団体用の共用スペースなどを使用して、サークル

活動やボランティア活動など生きがいづくりができる。 

・ 昔遊びや読み聞かせ、ニュースポーツなど、子どもからシニアまで多世代が楽し

みながら交流ができる。 など 
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表 ７ 福祉機能における導入機能・サービス例 

導入機能 内容 イメージ 

熊 本 大 学

の 認 知 症

コ ホ ー ト

研 究 の フ

ィ ー ド バ

ッ ク や 活

用 

熊本大学と連携し、市民に対し、定期的

に認知症関連の情報を伝えていく。 

（写真：荒尾市と熊本大学と包括的連携

に関する協定調印式） 
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（３）子育て支援機能 

① 子育て支援機能 

 子育てに関する相談・支援の他、健診の待ち時間に遊べる場所や育児に関して学べる

場の提供等のサポートを行います。 

【機能イメージ】 

・ 子育て包括支援センターや家庭総合支援拠点などが集約され、妊娠・出産・子育て

の切れ目ない支援が受けられる。 

・ 託児や子どもの遊び場、健診、相談、交流などの様々な機能により、親の精神的負

担を軽減し、心身共に豊かで健康な生活が送れる。 

・ 健診等の待ち時間に遊べる・過ごせる。 

・ 育児に関して学べる。 など 

（ICT の活用イメージ） 

・ VR で妊娠・出産・育児体験ができるシステム、コンテンツ など 

 

② 子育て交流機能 

 土日祝日も含めて一部施設開放や子育てに関する情報提供、子育てサークルの活動支

援等を行い、子育て世代の交流を促進していきます。 

【機能イメージ】 

・ 土曜、日曜、祝日も利用可能なプレイルームや談話室などで子育て世帯の交流がで

きる 

・ 授乳室、おむつ替え室、飲食スペースなどを配置し、安心して過ごすことができる 

・ 子育てに役立つ様々な情報を手に入れることができる 

・ ママパパ 4 サークルや、読み聞かせサークルなど、利用者同士の交流や活動ができ

る 

・ 子どもを安心して遊ばせられる など 
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③ 託児等機能 

オンラインで予約できる等、親が安心して手軽に子どもを預けやすい託児所の設置を

行います。 

【機能イメージ】 

・ 託児所の設置により親が子どもを安心して預けられる など 

（ICT の活用イメージ） 

・ 託児などをオンライン予約できるアプリ 

 

表 ８ 子育て支援機能における導入機能・サービス例 

導入機能 内容 イメージ 

子どもが自由

に過ごせる図

書コーナー 

子どもが本を読む場所としての機能

以外に、隠れ家のように入ったり、登

ってみたり、寝転んでみたり、様々な

過ごし方ができる。 

 

子どもの好奇

心を刺激する

遊び場 

赤ちゃん（６ヶ月）から小学生（12

才）までの親子で遊べる室内あそび

場。子どもの考えることや好奇心を刺

激し、親と子どもが一緒に楽しく過ご

すための仕掛けが多く展開されてい

る。 
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（４）共通機能（機能を集約するメリット） 

施設に導入する機能の考え方に基づき、全体の共通機能（機能を集約するメリット）

は以下のとおり。 

・ 保健・福祉・子育てに関する相談や行政サービスをワンストップで受けることが

できる。 

・ 親子や多世代で楽しめる。交流ができる。 

・ 運動や遊びなど何かのついでに気軽に行ける など 

（ICT の活用イメージ） 

・ AI が対応する相談（24 時間利用可能）や多言語対応の相談、リモート相談など

相談業務の強化や IT 化、ワンストップ化 

・ マイナンバーカード等を活用した電子申請による手続きのオンライン化、簡略化 

など 

 

表 9 共通機能における導入機能・サービス例 

導入機能 内容 イメージ 

各種相談サー

ビス 

AI による 24 時間対応の相談やリモー

ト相談、多言語化など相談業務の強化、

IT 化により、市民が相談しやすい環境

を整備する。 

※リモート相談をしている写

真を挿入予定 
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 図 6 本施設の導入機能 

 

保健機能 福祉機能 

子育て支援機能 

●子育て支援機能 
（相談や支援など） 
●子育て交流機能 
（談話室、子育て広場な

ど） 
●託児等機能 

●保健・福祉・子育てに関する相談や行政サー
ビスをワンストップで受けることができる。 

●親子や多世代で楽しめる。交流ができる。 
●運動や遊びなど何かのついでに気軽に行け

る。など 

共通機能 

・生活についての支援や相談を受
けられる。 

・ボランティア活動や、ボランテ
ィアの支援などを受けることが
できる 

・サークル活動など生きがいづく
りができる 

・子育てに関する悩み相談ができる 
・子育てに役立つ情報を手に入れる
ことができる 

・育児に関して学べる 
・子育て世帯の交流ができる 
・子どもを遊ばせられる 
・健診の待ち時間に遊べる・過ごせ
る 

・子どもを安心して預けられる 

・相談、総合案内： 
 保健・福祉・子育てに関する相
談を気軽にできる 

・貸室： 
 保健・福祉・子育てに関する各
種団体の活動や支援などを受
けることができる 

・健康データを計測でき、データに基
づいた運動や食事メニュー等のサ
ービスを受けられる。 

・健康相談や健康教室、栄養教室など
を気軽に受けることができる 

・子どもがいても健診（検診）を受け
ることができる 

・食育・食生活に対する情報を手に入
れることができる 

●保健・運動機能 
（健康相談、健康教室など各種相談・支援など） 
●健診（検診）機能 
（健診、保健指導など） 
●食育・食生活改善機能 
（栄養教室など） 

●地域福祉 
（支え合い活動・見守り活動など） 
●生活支援機能 
（各種相談や支援など） 
●社会参加支援機能 
（各種団体、サークル活動・ボランティ

ア活動など） 

機能を集約するメリット 

子どもとシニアなど多
世代交流ができる 等 

健診や健康教室、栄養教
室などの参加時に子ども
を預けられる、遊ばせら
れる、過ごせる 等 

健康データや健康
手帳情報などを地
域の見守りなどに
活用できる 等 
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（５） 他の施設との機能連携 

本施設の導入機能と、道の駅、運動施設、温浴施設、アウトドア施設、芝生広場等の

先進コア街区における他施設の機能との連携イメージを以下に示す。 

① 道の駅 

 健診の待ち時間での道の駅の利用や、道の駅と連携した食育・食生活改善を進めてい

きます。 

【連携イメージ】 

・ 健診（検診）の待ち時間に道の駅のカフェで休憩をしたり、アプリで健診（検診）

の順番の把握や呼び出しを受けることで、快適に健診（検診）を受けることができ

る。 

・ 健診（検診）データに基づいたバランスの摂れた（ヘルシーな）食事メニューを道

の駅のレストランで食べられる。 

・ 道の駅の食材を利用したレシピ紹介や本施設での栄養教室が受けられる。 

・ 本施設に子どもを預けて道の駅で買い物をすることができる など 

② 運動施設 

 ICT や IoT 機器の活用により、誰でも身近に運動をし、健康管理ができるような体制

を構築します。 

【連携イメージ】 

・ 健診（検診）データやウェルビーイングミラーなど IoT 機器のデータ等に基づいた

適切な運動メニューをもらえたり、実施したりすることができる。 

・ 障がいがある人も利用できる個人に合わせた運動プログラムを実施することがで

きる。 

・ フィットネスや干潟、緑道、公園などで気持ちのいい運動やウォーキングができる 

など 

③ 温浴施設 

 健康づくりの運動後に入浴できるようにします。 

【連携イメージ】 

・ ウォーキングなどの健康づくりや運動を楽しんだ後に入浴して気持ちよく帰るこ

とができる など 
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④ 芝生広場・アウトドア施設 

 屋外へ展開した多様な健康づくりや親子・多世代交流に関するプログラムを

提供します。 

【連携イメージ】 

・ 屋外での体操や食育など健康づくりを楽しむことができる。 

・ 昔遊びやサークル活動など、親子や多世代で屋外で楽しんだり交流することができ

る など 
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５．導入機能の配置方針 

（１）導入機能の配置方針の考え方 

施設内の機能配置に際する考え方は以下のとおり。 

 

（２）導入機能の配置案 

本施設の配置案と先進コア街区（公共施設や誘客施設を集中的に配置するエリア）の

各施設との関係。 

図 7 保健・福祉・子育て関連施設との関係性 

 

 

 

・ 保健・福祉・子育て支援の各機能のうち、関係性・つながりが深い機能が近くな

るように配置する。 

・ 共通機能（総合案内）等が、本施設の入り口部分にあり、利用者が最初に目にす

る配置とする。 

・ 先進コア街区の施設配置を踏まえ、他の施設と機能連携をしやすい配置とする。 

（例）配置が検討される芝生広場側を前面とし、屋内外が連続した使い方ができ

る配置とし、前面側に多くの市民が利用する機能を配置し、背面側に行政的機能

を配置する。 

・ １つの部屋が複数の機能を兼ねるよう多目的化を図る。 

保健・福祉・子育て支援施設 

■機能配置イメー

ジ（現時点の想定） 

道の駅 

・健診等の待ち時間にカフェで休

憩する 

・子どもを預けて買い物をする 

・道の駅の食材を利用した栄養教

室やレシピの提供 

・健診データに基づいた食事メニ

ューの提供 等 

温浴施設 

・健康づくり・運

動をした後に入

浴する 等 

運動施設 

・健診等データに基

づいた運動メニュ

ーの提供、実施 

等 

公園・緑地 

・親子や多世代で屋外で遊ぶ 

・健康づくりや運動をする 等 

 

※ 

アウトドア施設 

・親子や多世代で

屋外で遊ぶ 等 

 

本施設と他の施設

が連携した利用イ

メージ 

運動
施設 

芝生
広場 

温浴
施設 

道の駅 

子育て支援機能 

福祉機能 保健機能 

共通機能 

アウトドア 
施設 
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６．整備手法・運営手法など 

整備手法・運営手法に関する基本的な考え方。 

（１）施設の整備手法と運営手法 

施設の整備手法及び運営手法については、公設公営（指定管理者制度含む）や第三セ

クター４）方式等に加えて、ＤＢＯ方式、民間資本を活用したＰＦＩ方式、リース方式

も考えられる。ただし、ＰＦＩ方式についてはＰＦＩ法に基づき、また、ＤＢＯ方式に

ついてはＰＦＩ法に準じて、事業者選定を行うこととなり、その手続きに１年半から２

年の期間を要することから、令和６年春の開業を前提とした場合には導入が困難となる。 

 

表 10 想定される整備手法 

  概要・特徴 

公設公営及び公設民営 

（指定管理者制度） 

・市の資金調達により施設の設計・建設は民間事業
者に発注し、維持管理・運営は市又は民間事業者に
委託する方式。 
 
・契約形態は業務ごとに分かれる。 

・維持管理・運営は直営又は包括的に指定管理者に
委託する場合もある。 

資金調達 市 

設計建設 市発注 

維持管理 

運営 

市又は 

民間事業者 

公設公営及び公設民営 

（指定管理者制度） 

＋ 

第三セクター方式 

・市の資金調達により施設の設計・建設を行い、第
三セクターにより施設の維持管理・運営を行う方式。 
 
・第三セクターを指定管理者として指定する場合も
ある。 

資金調達 市 

設計建設 市発注 

維持管理 

運営 

第三セクタ

ー 

ＤＢＯ方式 

（Ｄｅｓｉｇｎ Ｂｕ

ｉｌｄ ａｎｄ Ｏｐ

ｅｒａｔｅ） 

・市の資金調達により民間が施設を整備し、施設の
維持管理・運営を民間が包括的に行う形式。 
 
・施設整備、維持管理・運営を一体事業として発注
するが、契約形態は３つに分かれる（３本を１つの
特定事業契約とみなす）。 

・ＳＰＣ５）を指定管理者として指定する場合もある。 

・ＰＦＩ法に準じて行われる場合が多い。 

資金調達 市 

設計建設 市発注 

維持管理 

運営 
民間事業者 

ＰＦＩ方式 

（Ｐｒｉｖａｔｅ Ｆ

ｉｎａｎｃｅ Ｉｎｉ

ｔｉａｔｉｖｅ） 

・民間の資金調達により民間が施設を整備し、施設
の維持管理・運営を民間が包括的に行う形式。 
 
・ＰＦＩ法に基づき実施する。 

・ＳＰＣを指定管理者として指定する場合もある。 

・維持管理・運営期間中の所有権の違い等により、
ＢＴＯ、ＢＯＴ等に分類される。 

資金調達 民間 

設計建設 民間発注 

維持管理 

運営 
民間事業者 

リース方式 

・民間の資金調達により民間が施設を整備し、施設
の維持管理・運営を民間が包括的に行う形式。 
 
・民間が整備した施設に市が床を借りて入居する。 

・リース開始前には市の予算立ては不要であり、賃
貸借契約により年度予算の平準化を図ることができ
る。 

資金調達 民間 

設計建設 民間発注 

維持管理 

運営 
民間事業者 

４）第三セクター：市と市内関係団体等が合同出資した企業 

５）SPC：Special Purpose Company（特別目的会社） 



32 

表 11 各運営手法における管理運営主体と特徴 

運営手法 管理・運営主体 特徴 

公設公営及び公設民
営（指定管理者制度） 

市 
 市が自ら管理・運営することになるため、民間のノウハウを
取り入れたり、効率的・効果的な経営を行うことが困難。 

公設民営（指定管理
者制度） 
または 
公設公営及び公設民
営（指定管理者制度） 

＋ 
第三セクター方式 

第３セクター 
 市と民間、それぞれが関与する組織を新たに立ち上げ、双方
の利点を生かした管理運営を行うことが可能。 

民間事業者 

 民間事業者が持つ管理運営ノウハウを生かすことが可能。指
定管理者制度に基づき、公募が原則だが、地域への理解や地
域とのネットワーク力、活性化への貢献度等が著しく高いと
判断される企業・団体を非公募で指定する場合もある。 

ＤＢＯ方式 
（公設民営） 

民間事業者（SPC） 

 民間事業者が持つ管理運営ノウハウを生かすことが可能。民
間事業者（SPC）が管理運営を行うこととなり、地域への
理解や地域とのネットワーク力が低い可能性がある。（ただ
し、地元貢献に関する提案を評価基準に設けることにより、
提案を誘導することは可能。） 

ＰＦＩ方式 
（民設民営） 

リース方式 民間事業者 

 民間事業者が持つ管理運営ノウハウを生かすことが可能。民
間事業者が管理運営を行うこととなり、地域への理解や地域
とのネットワーク力が低い可能性がある。 

 

（２）活用可能な財源 

国の補助金・交付金のほか、国等の関係機関の支援制度、県補助金等の活用、地方債、

市の一般財源など活用可能な財源を総合的に検討する。 

特に、本施設は立地適正化計画に位置づけがある都市機能誘導施設であることから、

国土交通省の都市構造再編集中支援事業の活用を想定する。
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（３）整備スケジュール 

南新地地区ウェルネス拠点基本構想のロードマップを踏まえ、令和６年春の開業を目

指し、令和３年度前半に基本計画策定、令和３～４年度に基本設計・実施設計、令和４

～５年度に工事発注・建設というスケジュールを想定する。 

   表 12 整備スケジュール 

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

 

 

 

   開業 

 

（４）今後の課題 

今後、基本計画等において具体的な検討を進めるにあたり、特に、以下の検討課題に

ついて考慮する必要がある。 

① 南新地地区や市内施設との連携・調整 

ウェルネス拠点の実現に向けて、南新地地区や市内の施設と連携することで施設機能

の効果を十分に発揮できるよう連携や調整を進める。 

② 整備に向けた財源見通しと整備手法の検討 

本拠点整備に向けた財源の見通しを明らかにする必要がある。国の補助金・交付金、

地方債等、幅広く財源を検討することが必須である。また、その際には関連計画の策定・

承認や、議会スケジュール等も考慮する必要がある。 

 

基本構想 基本

計画 

基本設計・ 

実施設計 

工事発注・ 

建設 


